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死 亡 休業災害 合 計 構成比※ 占 有 率 死 亡 休業災害 合 計 構成比※ 占 有 率

11 (7) 1,063 1,074 100.0% +8 +0.8% 1 91 92 100.0% 8.6% 253 253 100.0% 23.6%

2 (1) 233 235 21.9% -20 -7.8% 2 2 2.2% 0.9% 44 44 17.4% 18.7%

1 1 0.1% ±0 ±0.0%

5 (5) 152 157 14.6% -20 -11.3% 3 3 3.3% 1.9% 14 14 5.5% 8.9%

2 125 127 11.8% +35 +38.0% 13 13 14.1% 10.2% 19 19 7.5% 15.0%

6 6 0.6% -3 -33.3% 2 2 0.8% 33.3%

32 32 3.0% +2 +6.7% 3 3 1.2% 9.4%

11 11 1.0% +4 +57.1%

2 (1) 503 505 47.0% +10 +2.0% 1 73 74 80.4% 14.7% 171 171 67.6% 33.9%

小 売 業 (1) 150 150 14.0% +13 +9.5% 33 33 35.9% 22.0% 52 52 20.6% 34.7%

社 会 福 祉 施 設 74 74 6.9% +3 +4.2% 8 8 8.7% 10.8% 25 25 9.9% 33.8%

飲 食 店 32 32 3.0% -4 -11.1% 14 14 5.5% 43.8%

その他の第三次産業 2 247 249 23.2% -2 -0.8% 1 32 33 35.9% 13.3% 80 80 31.6% 32.1%
※端数処理上、合計値が100%にならないことがある。

製造業 21.9%
鉱業 0.1%
建設業 14.6%
運輸交通業 11.8%
貨物取扱業 0.6%
農林業 3.0%
畜産・水産業 1.0%
小売業 14.0%
社会福祉施設 6.9%
飲食店 3.0%
その他の第三次産業 23.2%

平成３０年の業種別災害発生状況（休業４日以上）
平成30年11月末現在 山口労働局

業                種 死    亡
(前年同期値）

休業災害 合 計 構成比※
対 前 年
増 減 数
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運輸サービスを安定的かつ持続的に供給していくため、運輸関係業界における将来の担い手
を確保していくことは、まさに喫緊の課題です。課題解決に向けた取組みの一助となるよう、最
新の雇用情勢やお役立ち情報を盛り込んだセミナーを開催します。 
 

定員１５０名（事前申込み制） ※定員になり次第締め切ります。 

 
 
■受付開始  １３：００  

 

13:30   開会挨拶   

13:35  県内の雇用情勢について  
山口労働局職業安定部職業安定課 

13:50   平成 31 年度雇用関係助成制度について   
山口労働局職業安定部職業対策課 

14:10   運輸関係事業における担い手確保の取り組みについて 
   中国運輸局交通政策部交通企画課 

中国運輸局山口運輸支局検査整備保安担当 

 

      ～休憩～                   14:50～15:10 

 

15:10   ハローワーク山口における求人・求職状況について（運輸関係） 

         ハローワーク山口 

15:４０   働き方改革のとりくみについて（事例紹介） 
働き方改革サポートオフィス山口（ランゲート株式会社）   

 

～閉会～                      
 

 

 

  

～ 運 輸 関 係 事 業 の 人 材 確 保 に 向 け て ～ 

参加費 

無料 

｛主催｝中国運輸局山口運輸支局 

｛共催｝山口労働局、（公社）山口県バス協会、（一社）山口県タクシー協会、（一社）山口県トラック協会、 

（一社）山口県自動車整備振興会、山口県倉庫協会、山口県冷蔵倉庫協会 

｛後援｝山口県（予定） 
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山口県運輸関係企業向け雇用関係情報セミナー 

参加申込書 

申込〆切：平成 31 年 1 月 11 日（金） 

会場：山口県健康づくりセンター第１研修室 

山口市吉敷下東３丁目１番１号 

ご所属 役職 氏名 連絡先 

   
TEL 

 

担当者名 
   

山口運輸支局あて 

ＦＡＸ：083-923-1036 



Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

標準貨物自動車運送約款の改正に係る手続き状況について

参考資料３



標準約款改正に伴う運賃・料金の変更届出件数（全国）

※一般貨物自動車運送事業者及び特別積合せ運送事業者における運賃料金変更届出件数。

標準貨物自動車運送約款の改正に係る手続き状況

1

2018年11月22日現在

事業者数
（平成２８年度末現在）

運賃料金
変更届出件数

比率

北海道 3,348者 1,940件 57.9%

東北 4,194者 1,775件 42.3%

関東 18,118者 8,522件 47.0%

北陸信越 2,698者 1,289件 47.8%

中部 6,703者 3,365件 50.2%

近畿 9,286者 5,239件 56.4%

中国 3,939者 2,286件 58.0%

四国 2,142者 1,592件 74.3%

九州 5,921者 2,899件 49.0%

沖縄 823者 81件 9.8%

合計 57,172者 28,988件 50.7%



標準貨物自動車運送約款の改正に係る手続き状況

2

標準約款改正に伴う運賃・料金の変更届出件数（中国運輸局管内）

2018年11月22日現在

事業者数
（平成２8年度末現在）

平成30年11月22日現在

届出件数 届出率

広島 1,493者 1,038件 69.5%

鳥取 299者 106件 35.5%

島根 375者 233件 62.1%

岡山 1,144者 519件 45.4%

山口 628者 390件 62.1%

中国管内計 3,939者 2,286件 58.0%

全国計 57,172者 28,988件 50.7%



Chugoku Transport & Tourism Bureau

中国運輸局標準貨物自動車運送約款の改正に伴う手続き状況①
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％

4月6日 6月1日

基礎データ（事業者数 平成２７年度末現在） 基礎データ（事業者数 平成２８年度末現在）
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※各県毎のデータのうち、5月2日・7月13日・8月3日・9月7日現在
のデータは未集計のため直近の前月値を仮入力しています。

２０１８年

２０１８年

新運送約款の適用状況 （新運賃料金による届出率）

（一般・特積み）



Chugoku Transport & Tourism Bureau

中国運輸局標準貨物自動車運送約款の改正に伴う手続き状況②

基礎データ （事業者数）

2018年 7/13まで 2018年 8/3以降

全国 ５７，００８者 ５７，１７２者

中国 ３，９２８者 ３，９３９者

広島 １，４８７者 １，４９３者

鳥取 ２９３者 ２９９者

島根 ３７９者 ３７５者

岡山 １，１４４者 １，１４４者

山口 ６２５者 ６２８者
※ 各県毎のデータのうち、5/2・7/13・8/3・9/7現在のデータは未集計のため直近の前月値を仮入力しています。

4/13 5/2 6/8 7/13 8/3 9/7 10/5 11/2 12/7 12/14
未手続 43.4 40.9 38.0 35.7 34.8 32.8 32.2 31.6 29.9 27.7
旧約款 14.3 15.1 16.1 16.9 17.0 17.5 17.7 17.9 17.5 17.6
新約款 42.3 44.0 45.9 47.4 48.2 49.7 50.1 50.5 52.6 54.7
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旧約款 13.7 13.7 15.7 15.7 15.7 19.1 16.1 16.1 16.1 16.1
新約款 45.4 45.4 64.2 64.2 64.2 64.2 69.1 69.2 69.9 70.6

0%
20%
40%
60%
80%

100%

広島 4/6 5/2 6/1 7/1
3 8/3 9/7 10/

5
11/
2

12/
7

12/
14

未手続 18.8 18.8 16.7 16.7 16.7 16.7 17.1 17.1 16.7 16.4
旧約款 46.4 46.4 48.5 48.5 48.5 48.5 47.8 47.8 47.8 47.8
新約款 34.8 34.8 34.8 34.8 34.8 34.8 35.1 35.1 35.5 35.8

0%
20%
40%
60%
80%

100%

鳥取 4/6 5/2 6/1 7/1
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5
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未手続 41.2 41.2 39.3 39.3 39.3 39.3 36.3 36.0 36.0 18.7
旧約款 1.3 1.3 1.9 1.9 1.9 1.9 1.8 1.9 1.9 1.8
新約款 57.5 57.5 58.8 58.8 58.8 58.8 61.9 62.1 62.1 79.5
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未手続 45.6 45.6 39.8 39.8 39.8 39.8 37.7 37.6 37.3 37.2
旧約款 15.1 15.1 16.7 16.7 16.7 16.7 17.0 17.0 17.1 17.1
新約款 39.3 39.3 43.5 43.5 43.5 43.5 45.3 45.4 45.6 45.7
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未手続 9.9 9.9 7.7 7.7 7.7 7.7 8.0 8.3 7.8 7.8
旧約款 64.7 64.7 64.8 64.8 64.8 64.8 33.1 30.9 28.7 28.7
新約款 25.4 25.4 27.5 27.5 27.5 27.5 58.9 60.8 63.5 63.5
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貨物自動車運送事業法の改正（概要）

１．規制の適正化

① 欠格期間の延長等

経済活動・国民生活を支えるトラック運送業の健全な発達を図るため規制の適正化を図るほか、その業務につ

いて、平成36年度から時間外労働の限度時間が設定される（＝働き方改革法施行）こと等を踏まえ、その担い
手である運転者の不足により重要な社会インフラである物流が滞ってしまうことのないよう、緊急に運転者の労

働条件を改善する必要があること等に鑑み、所要の措置を講じる。

法令に違反した者等の参入の厳格化

改正の目的

② 許可の際の基準の明確化

・ 安全性確保（車両の点検・整備の確実な実施等）

・ 事業の継続遂行のための計画（十分な広さの車庫等）

・ 事業の継続遂行のための経済的基礎（資金） 等

以下について、適切な計画・能力を有する旨を
要件として明確化

③ 約款の認可基準の明確化
荷待時間、追加的な附帯業務等の見える化を図り、対価を伴わない役務の発生を防ぐために基準を明確化

→ 原則として運賃と料金とを分別して収受 ＝ 「運賃」：運送の対価 「料金」：運送以外のサービス等

①輸送の安全に係る義務の明確化

・ 事業用自動車の定期的な点検・整備の実施等

②事業の適確な遂行のための遵守義務の新設

・ 車庫の整備・管理

・ 健康保険法等により納付義務を負う保険料等の納付

（許可後、継続的なルール遵守）２．事業者が遵守すべき事項の明確化

【平成35年度末までの時限措置】

※ 「荷主」には元請事業者も含まれる。

(1) トラック事業者の違反原因となるおそれのある行為を荷主がしている疑いがある場合
→ ①国土交通大臣が関係行政機関の長と、当該荷主の情報を共有

②国土交通大臣が、関係行政機関と協力して、荷主の理解を得るための働きかけ

(2) 荷主への疑いに相当な理由がある場合→ 国土交通大臣が、関係行政機関と協力して、要請
(3) 要請をしてもなお改善されない場合→ 国土交通大臣が、関係行政機関と協力して、勧告＋公表

荷主の行為が独占禁止法違反の疑いがある場合 → 公正取引委員会への通知

トラック事業者の努力だけでは働き方改革・法令遵守を進めることは困難 （例：過労運転、過積載等）

→ 荷主の理解・協力のもとで働き方改革 ・法令遵守を進めることができるよう、以下の改正を実施

① 荷主の配慮義務の新設

・ トラック事業者が法令遵守できるよう、
荷主の配慮義務を設ける

・ 制度の対象に、貨物軽自動車運送事業者を追加

・ 荷主勧告を行った場合には、当該荷主の公表を行う旨を明記

③ 国土交通大臣による荷主への働きかけ等の規定の新設

② 荷主勧告制度（既存）の強化

３．荷主対策の深度化

・ 欠格期間の延長（２年⇒５年）

・ 処分逃れのため自主廃業を行った者の参入制限

・ 密接関係者（親会社等）が許可の取消処分を
受けた者の参入制限 等

標準的な運賃の告示制度の導入【背景】 荷主への交渉力が弱い等
→ 必要なコストに見合った対価を収受しにくい

→ 結果として法令遵守しながらの持続的な
運営ができない

（労働条件の改善・事業の健全な運営の確保のため）

国土交通大臣が、標準的な運賃を定め、告示できる

【平成35年度末までの時限措置】

法令遵守して運営
する際の参考となる
運賃が効果的

４．標準的な運賃の告示制度の導入

参考資料４　　全日本トラック協会資料
（ＨＰより）
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